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  ほのぼのカフェ毎週火曜日 13時～15時半 

日 時間 内容 場所 

１(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室（賀泉苑） 賀泉苑 

２(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談 玉泉苑 

６(月) １３：００ 
心配ごと・人権・行政・消費生活相談 
電話相談は 13:00～15:30 (℡ 82-3901) 

玉泉苑 

９(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談 賀泉苑 

２０(月) １３：００ 心配ごと・人権・行政・消費生活相談 賀泉苑 

２２(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室(玉泉苑) 玉泉苑 

２７(月) 
１４：００ 

～１６:００ 

弁護士による無料法律相談 

要予約（℡0774-82-3901） 
玉泉苑 

２９(水) １０：００ 介護予防運動リーダー研修会 玉泉苑 

熱中症にご注意ください‼ 

玉泉苑、賀泉苑では冷房の効いた施設(ロビーやサンルームなど)を地域の 

ご高齢の皆様に無料開放しています。 

熱中症予防や地域交流の場所としてもぜひご利用ください！ 

  平日 9：00 ～ 16：30 / 土曜日 9：00 ～ 11：30 
                                 （日祝日は休館） 

※6 月 20 日発行のボランティアセンターだより NO.３６５ 

朗読ボランティア養成講座～ステップアップ連続講座 基礎から実践へ～の内容で、 

第４回の日程が１０月１６日(金)と間違っておりました。 

正しくは 10 月２６日(金) です。誤りにつきまして、お詫び申し上げますとともに、 訂正

させていただきます。第４回  平成 30 年１０月２６日(金)１３：３０～ です。 

お間違えの無いようご注意ください 

井手町では、大災害が発生した際には、町からの要請を受け

て、社会福祉協議会が『災害ボランティアセンター』を設置・運

営することとなっています。 

 井手町社会福祉協議会では災害時に備え、『災害ボランティア 

センター』に期待される役割や必要性を学ぶと共に、平常時から 

地域との関係を築くことを目的に年 1 回災害ボランティアセ 

ンター設置・運営訓練や講座を開催しています。 

 今年度は大雨災害が発生し、『井手町災害ボランティアセン 

ター』を設置する想定訓練を実施します。 

 多数のご参加をくださいますよう、お待ちしています。 

 

■日 時  平成３０年９月１日（土） 

             ８時３０分～正午 

■会 場  老人福祉センター玉泉苑 

            井手町井手東前田 23 

■対 象  井手町災害ボランティア事前登録者、 

      災害ボランティアに関心のある住民の方、 

      男女、年齢は問いません！ 

積極的にお申込みください。 

■内 容  災害ボランティアセンターとは(説明) 

      災害ボランティアセンター設置・運営訓練 

■申込先  井手町社会福祉協議会(℡82-3901) 

■締 切  平成３０年８月２０日(月) 
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夏 期 見 舞 金  申 請 の ご 案 内 

井手町社会福祉協議会では、在宅で寝たきりの方や障がいをお持ちの方の福祉の

増進を目的として毎年お見舞金を給付しています。対象となられる方は、申請期間内

に井手町社会福祉協議会へ申請してください。（代理申請可能ですが、下記持ち物を

必ずご持参ください。※コピー不可） 

また、昨年度までに申請がお済の方はもう一度申請をしていただく必要はありま

せんが、昨年の 10 月以降、「入院・入所している」、介護保険等の「区分変更があっ

た」などの変更がございましたら 8 月 17 日(金)までに必ずお知らせください。 

申請期間 平成 30 年 8 月 1 日(水)〜8 月 31 日(金) 8：30〜17：00(土日祝日は除く) 

申 請 先 
井手町社会福祉協議会(老人福祉センター玉泉苑内) 

🏠京都府綴喜郡井手町井手東前田 23番地 ☎0774-82-3901 

持 ち 物 印鑑、公的証明書（手帳など） 

対 象 

平成 30 年 8 月 1 日現在で町内に住所を有し、在宅で下記のいずれかに

該当される方。(入院、入所等されている方は対象とはなりません) 

◇要介護 4・5 の認定を受けている方で、6 ヶ月以上 

寝たきりの方、もしくは認知症の方 

◇身体障害者福祉手帳 1 級・2 級の方 

◇療育手帳 A 判定の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

 

北区の目標（第 2 次地域福祉活動計画より） 

子 供 の 声 が 聞 こ え る ま ち へ ！ 
 

 

子育てサロン  ミニミニ運動会 

日 時 平成 30年９月 14日(金)10：00～11：45 

場  所 老人福祉センター玉泉苑 大広間 

内  容 ミニミニ運動会、ふれあいタイム 

対  象 就園前の乳幼児とその親 

参 加 費 無料 

申込期間 平成 30年 8月 31日(金)まで 

申 込 先 井手町社会福祉協議会 ☎0774-82-3901 📠0774-82-3642 

 

電 気 ・ ガ ス 設 備 の 無 料 点 検 

井手町社協では、電気部会・LP 部会の皆さまの協力を得て、毎年、高齢者世帯の

電気・ガス設備の無料点検を実施しています。漏電やガス漏れは目に見えず、と

ても怖いものです。安心して暮らせるよう、この機会に、専門家に一度点検して

もらってはいかがですか？ 
日 時 平成 30 年９月 18 日（火）午後 順次訪問 

内  容 配電盤・コンセント・コンロ・ガス配管等の無料点検 

対  象 65 歳以上の単身世帯・高齢者世帯 

申込期間 平成 30年 8月 30日（木）まで 

申 込 先 井手町社会福祉協議会 ☎0774-82-3901 📠0774-82-3642 

 

家 族 介 護 者 リ フ レ ッ シ ュ 交 流 事 業 

日 時 平成 30年９月 4日(火)10：30～15：00 

集合場所 玉水駅前、山城多賀駅前 

内  容 M!Nara にて金魚ミュージアムやランチをお楽しみいただきます。 

対  象 要介護高齢者を在宅で日常的に介護されている方 ＊初回は要申請 

参 加 費 1,000円 

申込期間 平成 30年 8月 14日(火)まで 

申 込 先 井手町社会福祉協議会 ☎0774-82-3901 📠0774-82-3642 
 

井手町で子育て中の皆さん！ 

親子で楽しいイベントに参加

しませんか？たくさんのお友

達と楽しく過ごしましょう♪ 
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